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一般競争入札公告 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、一般競争入札（以下「入

札」という。）を次のとおり実施する。 

 

令和７年11月25日 

沖縄県知事 玉城 康裕 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 業務名  賃貸工場高度１号棟及び２号棟高圧気中開閉器取替修繕 

⑵ 業務内容 別添仕様書による 

⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から令和７年○月○日まで（90日間） 

⑷ 業務場所 うるま市 

 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 地方自治法施行令第167条の４第１項各号の規定に該当しない者であること。 

⑵ 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づく

再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

⑶ 入札申し込み日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 

⑷ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係、その他入札の適正さが阻害され

ると認められる関係がないこと。 

⑸ 以下に該当しないこと。 

①法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団

体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴

力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成３年法律第77号)第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。)である 

②役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている 

③役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している 

④役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いる 

⑤役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している 
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⑹ 令和７・８年度沖縄県入札参加資格者名簿（電気工事業）に登録されている業者であるこ 

と。 

⑺ 沖縄県内に本店、支店又は営業所等を有する者であること。 

⑻ 県税に未納がないこと。 

⑼ 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知 

書が有効期限内にあること 

⑽ 配置予定技術者については、入札日以前に３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があ 

ること。 

 

３ 仕様書等の配布期間及び場所 

⑴ 期 間 令和７年11月25日（火）から令和７年12月２日（火） 

⑵ 配布方法 沖縄県企業立地推進課ホームページからダウンロード 

 

４ 入札参加申込期日 

⑴ 提出資料 入札に参加する場合は、一般競争入札参加申込書を提出すること。 

⑵ 提出期限 令和７年12月２日（火）17:00まで 

⑶ 提 出 先 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

     沖縄県 商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班 

⑷ 提出方法 持参又は郵送（提出期限内必着。配達が確認できる方法にて送付すること。） 

 

５ 入札執行の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和７年12月10日（水）（詳細な時間は別途通知） 

⑵ 場 所 沖縄県庁会議室等（詳細は別途通知） 

⑶ 入札方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相 

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金 

額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方 

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約 

希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑷ 注意事項 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。この公告の記載に従い、入札書、 

委任状には工事名及び工事場所を記入すること。代理人が入札を行う場合、委任 

状を持参すること。委任状の提出がない場合は、入札に参加することができな 

い。なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 

⑸ 内訳書の提出 第１回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳 

書（様式自由）を提出すること。工事費内訳書には、作成年月日、工事名、工

種、種別、細目に相当する項目、それに対応する数量、単位、単価及び金額を明

らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印

を押印すること。提出された工事費内訳書について、契約担当者（これらの者の
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補助者を含む。）が説明を求めることがある。 

 

６ 落札者の決定方法（事後審査） 

⑴ 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもっ

て入札を行った者（以下「落札候補者」という。）に対し、一般競争入札参加資格確認申

請書及び関係資料（以下「申請書等」という。）の提出を求め、入札参加資格の確認を行

う（以下「事後審査」という。）。 

⑵ 最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が１位

の者を落札候補者とする。 

⑶ 開札した場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再入

札を行う。なお、再度の入札の回数は２回とする。 

⑷ 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候

補者を落札者とする。また、その結果は、沖縄県公式ホームページにて掲載する。 

⑸ 落札候補者が提出期限までに申請書等を提出しない場合は、次に低い価格を提示した者を

落札候補者として事後審査を行う。事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 

 

７ 審査に係る申請書等の提出 

開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を

求める。提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 

なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当

者への申請書等の提出期限は別途通知する。 

⑴ 提出期限 令和７年12月16日（火）15:00まで 

⑵ 提 出 先 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

     沖縄県 商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班 

⑶ 提出方法 持参又は郵送（提出期限内必着。配達が確認できる方法にて送付すること。） 

 

８ 入札参加資格の確認 

入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、 

令和７年12月19日（金）までに書面で通知する。 

 

９ 入札保証金に関する事項（後述ページ参照） 

 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金 

を納めなければならない。ただし、沖縄県財務規則第100条第２項のいずれかに該当する場合 

は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 

10 契約保証金に関する事項（後述ページ参照） 

契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条の定めるところにより、契約保証金を納
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めなければならない。ただし、沖縄県財務規則第101条第２項のいずれかに該当する場合は、

契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 

 

11 入札の無効 

 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に加わ

ることができない。 

⑴ 入札参加資格のない者の行った入札 

⑵ 同一人物が同一事項について行った２通以上の入札 

⑶ ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札 

⑸ 委任状を持参しない代理人の行った入札 

⑹ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 

⑺ 入札条件に違反した入札 

⑻ 連合その他不正の行為があった入札 

 

12 その他 

⑴ その詳細については、仕様書による。 

⑵ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

⑶ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 

⑷ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出（以下「修正等」という。）は、提出期限内に限

り認める。提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資

格無しとなり、落札者となることはできない。 

⑸ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 

⑹ 提出された申請書等は、返却しない。 

⑺ 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工

事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、

本工事の請負比率（元契約額÷元設計額）を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額

で行う。 

⑻ 本入札案件には最低制限価格が設定されているため、入札書に記載された金額が最低制限

価格に満たない者は落札者となることができない。 

 

13 応募に係る質問等 

⑴ 応募に係る質問は別添質問書に記入し、電子メールにて提出すること。 

（必ず電話で到達確認を行うこと。） 

受付期限：令和７年11月28日（金）17:00まで 

提 出 先：沖縄県 商工労働部 企業立地推進課 

     電子メールアドレス indus-pr@pref.okinawa.lg.jp 

mailto:indus-pr@pref.okinawa.lg.jp
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⑵ 質問に対する回答は沖縄県商工労働部企業立地推進課ホームページへの掲載により行う。 

回答日時：令和７年12月２日（火）（予定） 

 

⑶ 問い合わせ先 

沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁８階 

沖縄県 商工労働部 企業立地推進課 立地企業支援班 

TEL：098-866-2770  FAX:098-866-2846 
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＜参考＞沖縄県財務規則（昭和47年５月15日規則第12号） 

 

（入札保証金） 

    第100条 令第167条の７（令第167条の13及び令第167条の14において準用する場合を含

む。）の規定による入札保証金の率は、見積る契約金額（長期継続契約に係る入札にあって

は、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額）の100分の５以上

とする。 

２ 前項の入札保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又

は一部を納めさせないことができる。 

(１) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保

険契約を締結したとき。 

(２) 競争入札（建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する建

設工事をいう。以下同じ。）に係るものに限る。）に参加しようとする者が、知事が

確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第

184号）第２条第４項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と契

約保証の予約をしたとき。 

(３) 競争入札（建設工事に係る競争入札を除く。）に付する場合において、令第167条の

５及び令第167条の11に規定する資格を有する者で国（独立行政法人、公社及び公団を

含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有

し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履

行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められ

るとき。 

(４) 令第167条の５及び令第167条の11に規定する資格を有する者による競争入札（建設

工事に係る競争入札で設計金額４億円未満の場合に限る。）に付する場合において、

その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

（契約保証金） 

第101条 令第167条の16第１項の規定による契約保証金の率は、契約金額（長期継続契

約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて

得た額）の100分の10以上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全

部又は一部の納付を免除することができる。 

(１) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し

たとき。 

(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算

及び会計令（昭和22年勅令第165号）第100条の３第２号の規定により財務大臣が指
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定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

(３) 契約の相手方が国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と

種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２

箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履

行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

(４) 法令に基づき延納が認められるときにおいて確実な担保が提供されるとき。 

(５) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

(６) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手 

方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

(７) 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）若しくは他の地方公共団体と契約を

するとき又は公共的団体等と随意契約（公益を目的としたものに限る。）を締結す

る場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

(８) 電気、ガス、水の供給若しくは公共放送等の受信等公益独占事業に係る契約又

は主務大臣が認可した契約約款に基づく契約若しくは国が指定した相手方と契約

を締結するとき。 

(９) 不動産の買入れ又は不動産若しくは物品の借入れ若しくは交換に係る契約を締

結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがない

とき。 

(10) 県の業務に係る放送、広告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟等を随意契約

で委託する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれが

ないとき。 

(11) 資金を貸付ける契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結

する場合において、その性質上必要がないと認められるとき。 

(12) 美術品の買入れに係る随意契約を締結する場合において、当該美術品の事前審

査から納品までの間、県がこれを保管し、契約の相手方が契約を履行しないことと

なるおそれがないとき。 

(13) 令第167条の２第１項第５号に掲げる場合に該当する随意契約を締結する場合

において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 

(14) 建設工事に係る契約を締結する場合において、契約金額が１件500万円未満であり、か

つ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。 


